
緊急輸送道路とは、阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、災害直後から発生する
緊急輸送を円滑かつ確実に行うため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連
絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と防災拠点を相互に連絡する道路です。

北海道では、平成８年度に北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し、道
路の新設・改良、延伸又は廃止等に伴う改訂を平成１２年度、平成１７年度、
平成２２年度、平成２８年度及び令和２年度に行いました。

対象道路は、既設道路および概ね５箇年以内に供用予定の道路を対象とし第１
次～第３次緊急輸送道路からなっています。

○ 第１次緊急輸送道路
道庁、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消防等
を連絡する道路

○ 第２次緊急輸送道路
第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点等を連絡する道路

○ 第３次緊急輸送道路
第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路

● 緊急輸送道路とは

● 北海道の緊急輸送道路
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